
木造住宅の耐震診断・耐震改修の流れ 

 

 

 

  

耐震診断 
まずは耐震診断を！ 木造住宅耐震改修工事費補助を受けるために必要です。 

○福岡県耐震診断アドバイザー制度の活用 

 ※福岡県耐震診断アドバイザー制度とは、福岡県の制度で、県主催の講習会を受講し登録

された建築士（耐震診断アドバイザー）が申請者宅を訪問し、耐震診断を行う制度。 

● 対 象…昭和56年5月31日以前に県内に建築された
2 階建て以下の木造戸建て住宅 

● 調査メニューと利用者負担額 

  ・一般診断（利用者負担 6,000 円）※ 

   床下・小屋裏に進入して調査を行い、目視で壁の仕様等を確認

した上で、耐震性の診断を行います。 

   ご希望に応じて、耐震改修計画書（案）や工事概算見積書を作

成できます。 

  ・簡易診断（利用者負担 3,000 円） 

   床下・小屋裏に進入せずに、住宅を目視の範囲で簡易な診断を

行います。 

  ※ 木造住宅耐震改修工事費補助を受ける場合は、 

一般診断（6,000 円）のコースが必要です。 

● 連絡先…  

      企画情報部 電話：092-781-5169 

   又は 生涯あんしん住宅 電話：092-582-8061 
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○任意の建築士による（財）日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」の 

一般診断法による耐震診断でも可。 

①耐震診断の相談・申込み 

■耐震診断アドバイザー■ 

・ 講習会を受講した建築士 

・ 営業行為はいたしません 

④診断結果報告書提出 

②派遣 

⑤報告書提出 

③自宅訪問 

 上部構造評点が 1.0未満のもの 

 ⇒ 耐震改修が必要です！（裏面へ） 

耐震診断の結果 

上部構造評点 判定 

1.5 以上 倒壊しない ◎ 

1.0 以上 1.5未満 一応倒壊しない ○ 

0.7 以上 1.0未満 倒壊する可能性がある △ 

0.7 未満 倒壊する可能性が高い × 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

耐震改修 
耐震診断の結果、上部構造評点が 1.0 未満のものを 1.0 以上にする耐震改修

工事を行うものです。 

苅田町木造戸建て住宅耐震改修補助事業のフロー 

建築士・施工者 申請者 

（建築物の所有者） 

苅田町 

（都市計画課） 

耐震診断 

実施結果 

 

申請書等の配布 申請書等の入手 

通知書の受理 

建築士・施工者の選定 

補強計画図・見積書等の作成 

事前相談・補助対象要件の確認 

補助金交付申請 

契約締結 

決定通知書の受理 

工事完了 

工事着手 

実績報告書の提出 

補助金交付請求 

申請書の受理 

決定通知書の送付 

報告書の審査 

補助金額確定通知書の送付 

補助金の交付 

※契約は、決定通知書の 

 受理後に行ってください 


